
○上天草・宇城水道企業団条件付一般競争入札事務手続処理要領 

平成 29 年 8 月 16 日 

訓令第 2 号 

 (趣旨) 

第 1 条 この要領は、上天草・宇城水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事に係る条件

付一般競争入札の手続に関し必要な事項を定めるものとする。 

(対象工事) 

第 2 条 企業団が発注する建設工事で、設計金額 5,000 万円以上のものを対象とする。ただし、災害その

他の理由により緊急を要する工事については、この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず、工期、工事の内容その他特別な理由があるときは、上天草・宇城水道企業団

工事入札指名審査会(以下「指名審査会」という。)に諮り、条件付き一般競争入札によらないことがで

きるものとする。 

(入札手続の種類) 

第 3 条 入札手続は、入札前に、競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争参加資格」という。)の

審査を行い、資格確認通知を受けた者による入札の結果に基づき、落札者を決定する方法(以下「入札

前審査型」という。)のほか、入札において最低の価格を提示した者(最低制限価格未満の価格を提示

し、失格となった者を除く。以下「落札候補者」という。)について、入札後、競争参加資格の審査を

行い、競争参加資格があると認めた場合に落札者として決定する方法(以下「入札後審査型」という。)

によるものとする。 

2 条件付一般競争入札を行う場合においては、原則として、入札後審査型により行うものとする。ただ

し、 建設工事共同企業体であることを競争参加資格として設定する場合など入札前に競争参加資格を

確認する必要があると認められる場合には、入札前審査型により行うものとする。 

(入札の公告) 

第 4 条 第 2 条の対象工事を条件付一般競争入札に付そうとする場合においては、地方自治法施行令(昭和

22 年政令第 16 号)第 167 条の 6の規定に基づき、企業団事務所掲示板その他必要な場所において公告を

行うものとする。 

2 前項の規定による入札の公告(以下「入札公告」という。)は、別に定める標準入札公告例によるものと

する。 

(競争参加資格) 

第 5 条 競争参加資格として次に掲げる事項を設定するとともに、入札公告又は共通事項書(入札前審査型

一般競争入札公告共通事項書及び入札後審査型一般競争入札公告共通事項書をいう。以下同じ。)にお

いて当該事項を明らかにするものとする。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 

(2) 上天草・宇城水道企業団競争入札規程(平成 19 年上天草・宇城水道企業団規程第 1 号。以下「入札規

程」という。)の規定に基づき、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書を提出し、受理されている者

であること。 

(3) 対象工事に係る工事種別等について、次の条件を満たすこと。 



ア 対象工事に係る工事種別について、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第 27 条

の 23 に規定する経営事項審査における総合評定値(以下「総合評定値」という。)が一定の点数以上で

かつ九州地域内に法第 3条第 1項に定める営業所を有すること。 

イ 管内に主たる営業所を有する建設業者にあっては、対象工事に係る工事種別の総合評定値が一定の点

数以上であること。 

(4) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる必要がある場合は、構成員数、組合せ、出資比率及び

各構成員の資格について、一定の条件を満たすこと。 

(5) 対象工事と同種の工事の施工実績があること(個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること)。

ただし、対象工事の施工上不要と判断される場合には、設定しないことができる。 

(6) 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること(個別の工事に応じて技術者

の資格及び同種の工事の施工経験をできるだけ詳細に明示すること)。ただし、対象工事の施工上不要

と判断される場合には、設定しないことができる。 

(7) 上天草・宇城水道企業団工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領 (令和 4年上天草・宇城

水道企業団訓令第 2号。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けている期間中又

は建設業等からの暴力団の排除に関する合意書に基づく指名除外を受けている期間中の者でないこと。 

(8) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不

健全である者でないこと。 

(9) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法

(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がない者 

(10) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設

業者でないこと(「対象工事に係る設計業務等の受託者」及び「資本又は人事面において関連がある」

ことの具体的内容を入札公告又は共通事項書において明らかにすること。)。 

(11) 入札に参加しようとする者の間に次に掲げる基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当

する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合又は同一の共同企業体に属する場合を 除

く。)。 

ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、会社法(平成 17 年法律第 86  

号)第 2 条第 3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)又は子会社の一方が会社更生法第 2条第

7 項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第 2 条第 4 号に規定する再生手

続 が存続中の会社(以下「再生手続が存続中の会社」という。)である場合を除く。 

(ア) 会社法第 2 条第 4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)と子会社の関係にある場合 

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、(ア)については、会社の一 方

が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。 

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の

規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係が

あると認められる場合 

(競争参加資格の決定) 



第 6 条 前条に掲げる競争参加資格は、対象工事ごとに、指名審査会の審査を経て決定するものとする。 

(設計図書の閲覧及び配付) 

第 7 条 設計図書の閲覧及び配付は、上天草・宇城水道企業団公式ホームページにより行う。 

2 設計図書の閲覧及び配付は、入札公告後速やかに交付を開始するものとし、原則として、開札執行の日

の前日まで行うものとする。 

3 設計図書の閲覧及び配付の期間及び方法を入札公告において明らかにするものとする。 

(申請書及び資料の提出) 

第 8 条 条件付一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者(入札後審査型にあ

っては、落札候補者)から申請書及び資料の提出を求めるものとする。 

2 前項の申請書及び資料の提出期間は、原則として、入札公告を開始した日の翌日から起算して 8日間

(上天草・宇城水道企業団の休日を定める条例(平成 10 年上天草・宇城水道企業団条例第 5号)第 1条に

規定する企業団の休日(以下「休日」という。)を含まない。)とする。ただし、入札後審査型にあって

は、原則として、開札日の翌日から起算して 2 日間(休日を含まない。)とする。 

3 競争参加資格として、特定建設工事共同企業体であることを求める場合には、建設工事入札参加資格審

査申請書(共同企業体)及び建設工事共同企業体協定書の写しの提出を求めるものとする。 

4 申請書及び資料の提出は、契約担当係(総務係)の指定する場所へ、指定する方法により行うものとす

る。 

5 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに企業長が競争参加資格がないと認めた者は、入札前審

査型にあっては当該競争入札に参加することができないものとし、入札後審査型にあっては落札決定し

ないものとする。 

6 前各項に掲げる事項及び次に掲げる事項を入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。 

(1) 申請書及び資料は、共通事項書において示す 様式により作成すること。 

(2) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。 

(3) 提出された申請書及び資料は競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しないこと。 

(4) 提出された申請書及び資料は返却しないこと。 

(5) 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、特別の事情がある場合を除き認めない

こと。 

(6) 申請書及び資料に関する問合せ先 

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

(資料の内容) 

第 9 条 資料の内容は、第 1 号及び第 2号とし、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとす

る。なお、第 1号の同種の工事の施工実績及び第 2 号の配置予定の技術者の同種の工事の施工経験につ

いては、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することができるものとし、同号の配置予

定の技術者については、複数の技術者を記載することができるものとし、その旨を入札公告又は共通事

項書において明らかにするものとする。 

(1) 同種の工事の施工実績を記載した書面 

第 5 条第 5号に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績 

(2) 配置予定の技術者の資格及び同種の工事の施工経験を記載した書面 



第 5 条第 6号に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事の施工経

験 

2 必要があると認めるときは、前項に加えて、同項に掲げる資料の内容を証明するために必要な書類を求

めることができるものとし、当該書類の提出を求める場合には、その旨を入札公告又は共通事項書にお

いて明らかにするものとする。 

(競争参加資格の確認) 

第 10 条 提出された申請書及び資料に基づき競争参加資格の有無について確認を行うものとする。 

2 前項の確認は、指名審査会の審査を経て行うものとする。 

3 第 1 項の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとする。 

4 第 5 条第 5号の同種の工事の施工実績及び第 5条第 6号の配置予定の技術者の同種の工事の施工経験の

確認を行うに当たっては、日本国内における同種の工事の施工実績及び配置予定技術者の同種の施工経

験をもって行うものとし、詳細は、入札公告において明らかにするものとする。 

5 第 5 条第 6号に掲げる配置予定技術者が、施工中の他の工事に従事している場合は、対象工事の現場施

工に着手する日の前に対象工事に従事できる見込みであることを確認するものとする。 

6 入札前審査型にあっては、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して、原則として、10日以

内 に、競争参加資格の確認の結果を申請書及び資料の提出者に対し競争参加資格確認通知書（様式第 1

号）により通知するものとする。入札後審査型にあっては、原則として 5日以内に、競争参加資格の確

認の結果、競争参加資格があると認めた場合は落札者の決定について入札参加者に対し落札者決定通知

書（様式第 2 号）により通知し、競争参加資格がないと認めた場合は競争参加資格がないことについて

落札候補者に対し競争参加資格確認通知書（様式第 3 号）により通知するものとする。 

7 入札後審査型にあって、落札候補者の競争参加資格がなかった場合は、次に低い価格を提示した者から

順に、競争参加資格が確認できるまで申請書及び資料の提出を求めるものとする。 

8 第 6 項に規定する通知に当たっては、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すとと

もに、所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を明記す

るものとする。 

9 第 1 項及び第 3項から第 7 項までに掲げる事項を入札公告又は共通事項書において明らかにするものと

する。 

(競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明) 

第 11 条 競争参加資格がないと認められた者は、前条第 6 項の通知の日の翌日から起算して 5日(休日を

含まない。)以内に、企業長に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることがで

きるものとする。 

2 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合には、書面を持参することとし、郵送又は電送

によるものは受け付けないものとする。 

3 前項の書面の提出場所は、契約担当係(総務係)とする。 

4 第 1 項の説明を求められたときは、原則として、同項の競争参加資格がないと認めた理由についての説

明を求めることができる最終日の翌日から起算して、7日以内に、説明を求めた者に対し、通知書(様式

第 4 号)により回答するものとする。 

5 前項の回答内容を、指名審査会に報告するものとする。 



6 説明を求めた者に競争参加資格があると認めた場合においては、前条第 6 項の通知を取り消し、第 4 項

の回答と併せて競争参加資格がある旨を通知するものとする。 

7 前項に規定する通知を行う場合においては、指名審査会の審査を経るものとする。 

8 第 1 項から第 4項までの事項は、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。 

 (入札公告、共通事項書及び設計図書に対する質問) 

第 12 条 入札公告、共通事項書及び設計図書に対する質問書の提出があった場合においては、その質問に

対する回答書を閲覧に供するものとする。 

2 質問書の提出場所は、契約担当係(総務係)とし、提出方法は、電子メールによる電送とする。 

3 質問に対する回答書の閲覧は原則として、質問書を受理した翌日から開始し、開札日の前日に終了する

ものとする。 

4 質問に対する回答書の閲覧場所は、上天草・宇城水道企業団公式ホームページとする。 

5 前各項に掲げる事項は、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。 

(入札保証金及び契約保証金) 

第 13 条 入札保証金は、免除するものとする。 

2 契約保証金は、納付させるものとする。ただし、有価証券等の提供又は銀行、企業長が確実と認める金

融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条

第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共

工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除

するものとする。 

3 前 2 項に掲げる事項は、入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。 

(入札及び開札の執行) 

第 14 条 入札に際しては、入札参加者に工事費内訳書の提示を求めるものとし、工事費内訳書の提示がな

い場合は、当該入札を無効とするものとする。 

2 入札及び開札の方法は、入札規程及び上天草・宇城水道企業団契約事務取扱規則(平成 19 年上天草・宇

城水道企業団規則第 1 号)によるものとする。 

3 前 2 項に掲げる事項を入札公告又は共通事項書において明らかにするものとする。 

(入札の無効) 

第 15 条 入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を入札公告又は共通事項書において明らか

にするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨及び企業長

により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札又は落札者決定時において指名停止措

置要領に基づく指名停止を受けている者その他開札の時において第 5条に掲げる資格のない者は競争参

加資格のない者に該当する旨を共通事項書において明らかにするものとする。 

(落札候補者の決定方法) 

第 16 条 入札後審査型において、開札後、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者

を落札候補者とする。ただし、最低制限価格を設けている場合は、最低制限価格以上の価格をもって申

込みをした者のうち、最低の価格を提示したものを落札候補者とする。 

2 最低の価格で有効な入札を行った者が複数いる場合は、くじにより落札候補者を決定する。 



3 落札候補者の競争参加資格がなかった場合は、次に低い価格を提示した者から順に、競争参加が確認で

きるまで、申請書及び資料の提出を求めるものとする。なお、次の候補者となるべき者が同額入札によ

り複数いる場合は、落札者として決定されなかった落札候補者を除きくじにより落札候補者を決定す

る。 

4 落札候補者は、第 5条に掲げる競争参加資格を満たさなくなったときは、その旨を申し出なければなら

ないものとする。また、競争参加資格を満たさなくなったにもかかわらず、その旨を申し出なかったと

きは、 指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあるものとする。 

5 前各項に掲げる事項を、共通事項書により明らかにするものとする。 

(苦情申立て) 

第 17 条 この要領に基づく競争参加資格の確認その他の手続に関し苦情がある場合は、苦情を申し立てる

ことができる旨を共通事項書において明らかにするものとする。 

(その他) 

第 18 条 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を対象工事の請負契約の相手方との随意契約により

締結することが予想される場合においては、その旨を入札公告又は共通事項書において明らかにするも

のとする。 

2 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことが

ある旨を共通事項書において明らかにするものとする。 

3 入札公告及び共通事項書に記載する事項については、この要領に定めるもののほか、別に定める標準入

札公告例及び共通事項書によるものとする。 

附 則 

この要領は、平成 29 年 8月 16 日から施行する。 

附 則（平成 31 年 2 月 7日訓令第 29 号） 

この要領は、公布の日から施行する。 

附 則（令和 8年 3月 27 日訓令第 1号） 

この要領は、令和 8年 4月 1 日から施行する。 
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